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７ 2025

◇
今
号
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
◇

不
動
産
の
ス
マ
ー
ト
変
更
登
記

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
開
始

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
不
動

産
の
所
有
者
（
登
記
名
義
人
）
は
、

氏
名
・
住
所
の
変
更
日
か
ら
２
年

以
内
に
変
更
登
記
を
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
る
。

そ
の
登
記
の
負
担
を
軽
減
す
る

た
め
、
所
有
者
が
変
更
登
記
の
申

請
を
し
な
く
て
も
、
法
務
局
の
登

記
官
が
職
権
で
登
記
を
行
う
「
ス

マ
ー
ト
変
更
登
記
」
が
令
和
８
年

４
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
る
。

ス
マ
ー
ト
変
更
登
記
を
利
用
す

る
に
は
、
所
有
者
か
ら
氏
名
・
住

所
の
ほ
か
、
生
年
月
日
、
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
の「
検
索
用
情
報
」を
あ

ら
か
じ
め
申
し
出
る
必
要
が
あ
る
。

登
記
官
は
「
検
索
用
情
報
」
に

基
づ
き
、
定
期
的
に
住
基
ネ
ッ
ト

へ
照
会
し
、
不
動
産
の
所
有
者
に

住
所
等
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
不

動
産
の
所
有
者
に
郵
送
や
メ
ー
ル

で
意
思
確
認
を
行
っ
た
う
え
で
、

職
権
に
よ
り
変
更
登
記
を
行
う
。

法
人
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
人

番
号
の
申
出
を
行
う
こ
と
で
、
登

記
官
が
職
権
で
変
更
登
記
を
行
う
。

年
金
制
度
改
革
法
案
が
成
立

社
会
保
険
の
適
用
範
囲
を
拡
大

年
金
制
度
改
革
関
連
法
案
が
参

議
院
本
会
議
で
可
決
・
成
立
し
た
。

今
回
の
制
度
改
正
で
は
、
パ
ー

ト
な
ど
の
短
時
間
労
働
者
の
厚
生

年
金
へ
の
加
入
拡
大
や
基
礎
年
金

の
底
上
げ
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

「
働
き
控
え
」
の
要
因
と
さ
れ

る
社
会
保
険
の
「
年
収
１
０
６
万

円
の
壁
」
に
つ
い
て
は
、
２
０
２

６
年
に
撤
廃
さ
れ
る
。
厚
生
年
金

へ
の
加
入
に
よ
る
保
険
料
の
負
担

軽
減
と
し
て
、
企
業
が
従
業
員
の

保
険
料
の
一
部
を
肩
代
わ
り
で
き

る
特
別
措
置
も
盛
り
込
ま
れ
た
。

基
礎
年
金
（
国
民
年
金
）
の
底

上
げ
が
法
案
の
付
則
に
明
記
さ
れ

た
。
将
来
的
に
基
礎
年
金
の
給
付

水
準
が
大
幅
に
下
が
り
そ
う
な
場

合
に
は
、
厚
生
年
金
の
積
立
金
と

税
金
を
使
っ
て
底
上
げ
す
る
。

実
際
に
底
上
げ
す
る
か
ど
う
か

は
、
４
年
後
の
財
政
検
証
を
踏
ま

え
て
判
断
さ
れ
る
。

防
衛
特
別
法
人
税
の
創
設

防
衛
力
強
化
の
財
源
確
保

令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
「
防

衛
特
別
法
人
税
」
が
創
設
さ
れ
た
。

各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る

法
人
税
額
で
あ
る
基
準
法
人
税
額

に
対
し
て
、
税
率
４
％
の
新
た
な

付
加
税
を
課
す
も
の
で
、
令
和
８

年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
中
小
企
業
に
配
慮
す

る
観
点
か
ら
、
基
準
法
人
税
額
か

ら
年
５
０
０
万
円
の
基
礎
控
除
が

設
け
ら
れ
る
。こ
れ
に
よ
り
、基
準

法
人
税
額
が
５
０
０
万
円
以
下
の

中
小
企
業
は
適
用
対
象
外
と
な
る
。

国
民
負
担
率

国
民
負
担
率
は
、
個
人
や

企
業
が
稼
い
だ
国
民
全
体
の

所
得
に
占
め
る
税
金
や
社
会

保
険
料
の
負
担
割
合
を
指
す
。

税
金
に
は
所
得
税
や
法
人
税
、

消
費
税
な
ど
が
、
社
会
保
険

料
に
は
年
金
や
医
療
、
介
護

保
険
な
ど
の
保
険
料
が
含
ま

れ
る
。

財
務
省
が
発
表
し
た
２
０

２
４
年
度
の
国
民
負
担
率
は

４５
・
８
％
。
内
訳
は
税
負
担

が
２７
・
５
％
、
社
会
保
険
負

担
が
１８
・
３
％
。

政
府
が
物
価
高
対
策
と
し

て
実
施
し
た
定
額
減
税
の
影

響
で
前
年
度
比
０
・
３
ポ
イ

ン
ト
低
下
し
た
が
、
依
然
と

し
て
高
水
準
に
あ
る
。

国
民
負
担
率
は
社
会
保
障

費
の
増
大
な
ど
を
背
景
に
増

加
傾
向
に
あ
る
。
１
９
７
０

年
度
に
２４
・
３
％
だ
っ
た
国

民
負
担
率
は
、
１
９
７
９
年

度
に
は
３０
％
を
、
２
０
１
３

年
度
に
は
４０
％
を
超
え
た
。

税
理
士
法
人
原
会
計
事
務
所

原
会
計
事
務
所
だ
よ
り
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（７月号） （２）

ス
マ
ー
ト
変
更
登
記

法
務
局
が
職
権
で
変
更
登
記

―
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
開
始

所
有
者
が
不
明
な
土
地
の
増
加
と
い
っ
た
社
会
問
題
へ
対
応
す
る
た
め
、
令
和
８

年
４
月
１
日
か
ら
不
動
産
の
所
有
者
（
登
記
名
義
人
）
は
、
氏
名
・
住
所
（
法
人
の

場
合
は
名
称
・
住
所
）
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
２
年
以
内
に
変
更
登
記
を

す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
義
務
化
前
に
氏
名
・
住
所
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
で
も
、
令
和
１０
年
３
月
３１
日
ま
で
に
登
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
変
更
登
記
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
所
有
者
が
変
更
登
記
の
申
請
を
し

な
く
て
も
、
法
務
局
の
登
記
官
が
住
基
ネ
ッ
ト
情
報
を
検
索
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て

職
権
で
登
記
を
行
う
「
ス
マ
ー
ト
変
更
登
記
」
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
今
号
で
は
、「
ス

マ
ー
ト
変
更
登
記
」
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
、
不
動
産
の

所
有
者
（
登
記
名
義
人
）
は
、
氏
名
・
住

所
の
変
更
日
か
ら
２
年
以
内
に
変
更
登
記

を
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
正
当
な
理
由
な
く
こ
の
登
記

義
務
を
怠
っ
た
場
合
、
５
万
円
以
下
の
過

料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
変
更
登
記
の
義
務
付
け
は
不

動
産
の
所
有
者
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
変
更
登
記
の
義
務
化

に
合
わ
せ
て
、
登
記
名
義
人
の
負
担
を
減

ら
す
目
的
で
令
和
８
年
４
月
１
日
よ
り
法

務
局
が
職
権
で
変
更
登
記
を
行
う
「
ス
マ

ー
ト
変
更
登
記
」
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
所
有
権
の
登
記
名
義
人
が
あ

ら
か
じ
め
氏
名
・
住
所
等
の
「
検
索
用
情

報
の
申
出
」
を
行
う
こ
と
で
、
登
記
官
が

こ
の
検
索
用
情
報
を
検
索
キ
ー
と
し
て
定

期
的
に
住
基
ネ
ッ
ト
に
照
会
を
か
け
て
、

住
所
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
、
事
前
に
登
記
名
義
人
の
了
解
を

得
た
上
で
、
職
権
に
よ
り
変
更
登
記
を
す

る
も
の
で
す
。

通
常
、
変
更
登
記
の
際
に
は
登
録
免
許

税
を
要
し
ま
す
が
、
ス
マ
ー
ト
変
更
登
記

で
は
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

■
検
索
用
情
報
の
申
出
■

「
ス
マ
ー
ト
変
更
登
記
」
を
利
用
す
る

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
有
権
の
登
記
名
義

人
が
氏
名
や
住
所
等
の
「
検
索
用
情
報
の

申
出
」
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
利
用

料
は
発
生
し
ま
せ
ん
。

検
索
用
情
報
の
申
出
は
以
下
の
２
つ
の

方
法
が
あ
り
ま
す
。

①
登
記
申
請
時
に
一
緒
に
提
出
す
る
（
同

時
申
出
）：

所
有
権
の
保
存
・
移
転
登
記

な
ど
を
申
請
す
る
際
に
、
同
時
に
検
索
用

情
報
を
申
し
出
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も

書
面
で
も
可
能
で
す
。

②
す
で
に
登
記
名
義
人
に
な
っ
て
い
る
人

が
別
途
申
し
出
る
（
単
独
申
出
）：

令
和

７
年
４
月
２１
日
か
ら
、
す
で
に
名
義
人
と

し
て
不
動
産
を
持
っ
て
い
る
方
も
申
し
出

が
可
能
。
Ｗ
ｅ
ｂ
上
の
「
か
ん
た
ん
登
記

申
請
」
や
郵
送
で
対
応
で
き
ま
す
。

検
索
用
情
報
で
必
要
な
項
目
は
次
の
と

お
り
で
す
。

①
氏
名
、
②
氏
名
の
ふ
り
が
な
、
③
住
所
、

④
生
年
月
日
、
⑤
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
な
い
場
合
に
は
、

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
「
な
し
」
と
し
て
申

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合

に
は
、「
ス
マ
ー
ト
変
更
登
記
」
で
登
記

官
が
住
所
等
変
更
登
記
を
行
う
こ
と
の
可

否
を
確
認
す
る
際
、
登
記
名
義
人
の
住
所

に
書
面
を
郵
送
し
ま
す
。

■
法
人
の
場
合
■

「
会
社
法
人
等
番
号
の
登
記
」
を
す
れ

ば
、
ス
マ
ー
ト
変
更
登
記
が
利
用
で
き
ま

す
。
会
社
法
人
等
番
号
の
登
記
が
さ
れ
た

後
に
本
店
・
主
た
る
事
務
所
の
住
所
や
会

社
・
法
人
の
名
称
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
法
務
局
で
住
所
等
の
変
更
の
事
実

を
確
認
し
て
、
職
権
で
登
記
を
し
ま
す
。

（
令
和
６
年
４
月
１
日
よ
り
前
に
所
有
権

の
名
義
人
と
な
っ
て
い
る
場
合
）

オ
ン
ラ
イ
ン
又
は
書
面
に
よ
り
、「
会

社
法
人
等
番
号
の
申
出
」
を
行
う
こ
と
で
、

会
社
法
人
等
番
号
が
登
記
さ
れ
ま
す
。

（
令
和
６
年
４
月
１
日
以
降
に
所
有
権
の

名
義
人
と
な
る
場
合
）

登
記
の
申
請
書
に
、
新
た
に
所
有
者
と

な
っ
た
方
の
名
称
、
住
所
に
加
え
、
会
社

法
人
等
番
号
を
併
せ
て
記
載
し
て
申
請
す

る
こ
と
で
会
社
法
人
等
番
号
が
登
記
さ
れ

ま
す
。

●変更登記の流れ●
（個人の場合）

法
務
局

所有者

①
検
索
用
情
報
の

申
出（
無
料
）

②
定
期
的
に

照
会

不動産
登記システム

住基ネット

③
変
更
の
意
思
を

確
認（
メ
ー
ル
）

⑤
職
権
で
変
更
登
記

（
非
課
税
）

④
本
人
の
了
解
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■
年
金
制
度
改
革
関
連
法
案
■

社
会
保
険
の
適
用
範
囲
を
拡
大

基
礎
年
金
の
底
上
げ
措
置

「
年
金
制
度
改
革
関
連
法
案
」
が
参
議
院
本
会
議
で
可
決
・
成
立
し
ま
し
た
。
本

年
は
、
年
金
制
度
が
見
直
さ
れ
る
５
年
に
１
度
の
節
目
の
年
で
す
。
今
回
の
制
度

改
正
の
柱
と
し
て
は
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
働
く
短
時
間
労
働
者
の
厚

生
年
金
へ
の
加
入
拡
大
や
、
基
礎
年
金
の
底
上
げ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ

で
今
号
で
は
、「
年
金
制
度
改
革
関
連
法
案
」
の
概
要
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

■
厚
生
年
金
の
加
入
要
件
を
緩
和
■

現
在
、
学
生
以
外
の
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
短
時
間
労
働
者
が
厚
生
年
金
に

加
入
す
る
に
は
、

①
従
業
員
数
５１
人
以
上
の
企
業
で
、

②
週
２０
時
間
以
上
働
き
、

③
賃
金
が
月
８
万
８
０
０
０
円
以
上
（
年

収
が
お
よ
そ
１
０
６
万
円
以
上
）

と
い
う
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

今
回
の
制
度
改
正
で
は
、
上
述
の
要
件

の
う
ち
、
企
業
規
模
と
年
収
の
要
件
が
将

来
的
に
撤
廃
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
収
入
の
要
件
、
い
わ
ゆ
る
「
１
０

６
万
円
の
壁
」
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
６

年
を
め
ど
に
撤
廃
さ
れ
ま
す
。

企
業
規
模
は
、
２７
年
１０
月
に
「
３６
人
以

上
」、
２９
年
１０
月
に
「
２１
人
以
上
」、
３２
年

１０
月
に
「
１１
人
以
上
」、
最
終
的
に
は
３５

年
１０
月
に
従
業
員
に
関
す
る
企
業
規
模
要

件
が
完
全
に
撤
廃
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
週
２０
時
間
以
上
と
い
う
労
働

時
間
の
要
件
は
維
持
さ
れ
る
た
め
、「
週

２０
時
間
」
が
、
新
た
な
年
収
の
壁
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、
と
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
保
険
料
負
担
の
緩
和
措
置
■

会
社
員
の
夫
の
扶
養
家
族
で
あ
る
パ
ー

ト
主
婦
の
場
合
、
保
険
料
を
納
め
な
く
て

も
よ
い
「
第
３
号
被
保
険
者
」
で
す
が
、

年
収
が
１
０
６
万
円
以
上
に
な
る
と
、
配

偶
者
の
扶
養
を
外
れ
て
、
自
ら
保
険
料
を

負
担
す
る
「
第
２
号
被
保
険
者
」
に
移
行

し
ま
す
。
そ
の
分
、
手
取
り
額
が
減
る
逆

転
現
象
が
起
き
る
た
め
、
年
収
１
０
６
万

円
を
超
え
な
い
よ
う
、
働
く
時
間
を
調
整

す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
改
正
で
は
、
こ
の「
働
き
控
え
」

を
防
ぐ
た
め
、
保
険
料
負
担
を
緩
和
す
る

特
別
措
置
も
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

保
険
料
は
労
働
者
と
企
業
が
折
半
で
負

担
し
て
い
ま
す
が
、
２６
年
１０
月
か
ら
３
年

間
に
限
り
、
企
業
側
の
保
険
料
負
担
を
増

や
せ
る
特
例
制
度
を
導
入
し
ま
す
。
対
象

は
５０
人
以
下
の
企
業
で
働
く
年
収
１
５
６

万
円
未
満
の
短
時
間
労
働
者
で
す
。
企
業

側
が
保
険
料
を
多
く
肩
代
わ
り
し
た
分
は

全
額
還
付
さ
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
年
収
１
０
６
万
円
の
従
業
員

の
社
会
保
険
料
は
、
現
在
、
約
１
万
３
０

０
０
円
で
す
が
、
特
例
の
適
用
で
企
業
側

が
通
常
よ
り
約
６
０
０
０
円
多
く
支
払
っ

た
場
合
、
従
業
員
の
負
担
は
そ
の
分
軽
く

な
り
ま
す
。
企
業
に
は
肩
代
わ
り
し
た
約

６
０
０
０
円
の
全
額
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

■
基
礎
年
金
の
底
上
げ
措
置
■

基
礎
年
金
（
国
民
年
金
）
の
底
上
げ
が

法
案
の
付
則
に
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
法
案

に
は
、
将
来
的
に
基
礎
年
金
の
給
付
水
準

が
大
幅
に
下
が
り
そ
う
な
場
合
に
は
、
厚

生
年
金
の
積
立
金
と
税
金
を
使
っ
て
底
上

げ
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

底
上
げ
措
置
が
実
施
さ
れ
る
と
、
厚
生

労
働
省
の
試
算
で
は
、
基
礎
年
金
と
厚
生

年
金
を
受
給
す
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
場
合
、

男
性
は
６２
歳
、
女
性
は
６６
歳
ま
で
は
プ
ラ

ス
に
な
る
見
込
み
で
す
。
一
方
で
、
現
在

６３
歳
以
上
の
男
性
や
６７
歳
以
上
の
女
性
は
、

総
受
給
額
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
推
計
さ

れ
て
い
ま
す
。
受
給
額
が
減
る
場
合
の
緩

和
策
も
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

た
だ
、
基
礎
年
金
の
財
源
の
半
分
は
国

庫
負
担
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
給
付
水
準

が
上
が
る
と
国
庫
負
担
も
追
加
で
必
要
と

な
り
ま
す
。

厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
そ
の
額
は
将

来
的
に
年
間
１
兆
円
か
ら
２
兆
円
程
度
と

見
込
ま
れ
、
財
源
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す

る
か
は
こ
れ
か
ら
の
議
論
と
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
措
置
を
実
際
に
行
う
か
ど
う
か

は
、
４
年
後
の
財
政
検
証
を
踏
ま
え
て
判

断
さ
れ
ま
す
。

①年収１０６万円以上

②５１人以上の企業

③労働時間が週２０時間以上

④学生は対象外

２０２７年１０月「３６人以上」に
２９年１０月「２１人以上」に
３２年１０月「１１人以上」に
３５年１０月 企業規模要件を撤廃

撤 廃

段階的に
撤廃

厚生年金の加入要件
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（７月号） （４）

◆
令
和
７
年
度
税
制
改
正
◆

防
衛
特
別
法
人
税
の
創
設

令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
は
、
日
本
の

防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
を
行
う
た
め
に

安
定
的
な
財
源
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点

か
ら
、「
防
衛
特
別
法
人
税
」
が
創
設
。

企
業
の
法
人
税
額
に
上
乗
せ
し
て
課
さ
れ

る
新
た
な
付
加
税
と
な
り
ま
す
。

適
用
時
期
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
以

後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
の
適
用
と

な
り
ま
す
。
防
衛
特
別
法
人
税
の
額
は
、

各
課
税
事
業
年
度
の
課
税
標
準
法
人
税
額

に
４
％
の
税
率
を
乗
じ
た
額
と
な
り
ま
す
。

た
だ
、
全
て
の
企
業
に
一
律
に
課
す
と

中
小
企
業
ほ
ど
負
担
が
重
く
な
る
た
め
、

課
税
標
準
法
人
税
額
は
、
基
準
法
人
税
額

か
ら
年
５
０
０
万
円
を
控
除
す
る
措
置
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
そ
も

そ
も
基
準
法
人
税
額
が
５
０
０
万
円
以
下

の
企
業
に
つ
い
て
は
防
衛
特
別
法
人
税
の

額
は
ゼ
ロ
（
免
除
）
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
中
小
企
業
の

多
く
は
防
衛
特
別
法
人
税
が
課
さ
れ
な
い

可
能
性
が
高
い
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
防
衛
特
別
法
人
税
額
が
ゼ
ロ
で
あ

っ
て
も
申
告
書
の
提
出
義
務
が
あ
り
ま
す

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

年
金
制
度
改
革
関
連
法
案
が
参
議

院
本
会
議
で
可
決
・
成
立
し
ま
し

た
。
今
回
の
法
案
で
は
、「
働
き
控

え
」
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
社
会
保

険
の
「
１
０
６
万
円
の
壁
」
の
撤
廃

を
は
じ
め
、
人
手
不
足
へ
の
対
応
な

ど
、
目
の
前
の
課
題
に
は
一
定
の
道

筋
が
つ
い
た
と
い
え
ま
す
。一
方
で
、

基
礎
年
金
の
底
上
げ
な
ど
長
期
的
な

課
題
に
つ
い
て
は
、「
安
定
し
た
財

源
の
確
保
が
必
要
」
と
し
て
い
る
だ

け
で
、
財
政
状
況
が
厳
し
い
中
、
い

つ
か
ら
ど
の
よ
う
な
方
法
で
財
源
を

確
保
し
て
い
く
か
は
示
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
▼
持
続
可
能
な
年
金
制
度

を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
少
子

化
や
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る

こ
と
や
、
一
定
の
経
済
成
長
も
不
可

欠
で
す
。
こ
う
し
た
構
造
的
な
問
題

に
も
果
敢
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。
▼
財
源
の
確
保
や
保
険
料
負

担
の
あ
り
方
は
、
立
場
に
よ
り
意
見

が
分
か
れ
る
難
し
い
問
題
で
す
。
公

的
年
金
制
度
は
「
世
代
間
の
助
け
合

い
」
の
制
度
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
不

公
平
感
を
減
ら
し
て
制
度
へ
の
信
頼

を
高
め
る
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
難

し
い
問
題
に
つ
い
て
避
け
る
こ
と
な

く
、
腰
を
据
え
て
議
論
を
深
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

７ 月 の 税 務 と 労 務

―税 務―
★所得税の予定納税額の納付（第１期分）
納期限…７月３１日

★所得税の予定納税額の減額申請
申請期限…７月１５日
★固定資産税（都市計画税）の第２期分の納付
納期限…７月中において市町村の条例で定める日
★６月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…７月１０日（年２回納付の特例適用者は、１月か
ら６月までの徴収分を７月１０日までに納付）

★５月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税〉
申告期限…７月３１日

★２月，５月，８月，１１月決算法人の３月ごとの期間短縮
に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…７月３１日
★法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉
申告期限…７月３１日
★１１月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税〉（半期分）
申告期限…７月３１日
★消費税の年税額が４００万円超の２月，８月，１１月決算法人
の３月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…７月３１日

★消費税の年税額が４，８００万円超の４月，５月決算法人を
除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告（３月決算
法人は２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉
申告期限…７月３１日

―労 務―
★令和７年度労働保険年度更新手続き
申告・納付期限…７月１０日

★健保・厚保の保険料の納付 納期限…７月３１日

持続可能な年金制度

【防衛特別法人税の計算イメージ】

※基準法人税額の計算の際に適用しないこととされる一定の制度とは、①所得税額の控除、②外国税額の控除、③分配時調整外
国税相当額の控除、④仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除、⑤戦略分野国内生産促進税制のうち特
定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額
の加算、⑥控除対象所得税額等相当額の控除をいいます。

以下の税額控除を適用可
・外国税額の控除
・分配時調整外国税相当額の控除
・控除対象所得税額等相当額の控除
・仮装経理に基づく過大申告の場合の
更生に伴う防衛特別法人税額の控除

税額控除
納付税額

防衛特別
法人税額×４％

基礎控除額
（年５００万円）

課税標準
法人税額

基準法人税額から基礎
控除額（年５００万円）を控
除した額

※一定の制度を適用しない
で計算した各事業年度の
所得に対する法人税の額

基準法人税額
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